
商品先物取引の不招請勧誘禁止規制撤廃に反対する理事長声明 

 

総合取引所構想実現のため、金融商品取引法の定める金融商品に商品先物取

引を加えた改正法が２０１２年（平成２４年）９月に成立した。そして、昨年

６月１９日、内閣府副大臣が、衆議院経済産業委員会において、証券・金融・

商品を一括的に取り扱う総合取引所での円滑な運営のための法整備に関する議

論の中で、委員の質問に対し「商品先物取引についても、金融と同様に、不招

請勧誘の禁止を解除する方向で推進していきたい」旨の答弁を行った。これは、

総合取引所において商品先物取引業者に対しても監督権限を有することとなっ

た金融庁が、総合取引所に関する法規制について、不招請勧誘禁止規制を撤廃

する方向での検討を進めていることを示すものである。 

改正金融商品取引法の施行が２０１４年（平成２６年）３月と迫っている中、

金融庁は、昨年１２月１３日、平成２４年金融商品取引法等改正（総合取引所

関係）に係る政令・内閣府令案等を公表し、パブリックコメントを求めている

が、行為規制に係る部分はなお未発表である。 

しかし、現行の施行令（金融商品取引法施行令第１６条の４第１項）では、

店頭デリバティブ取引のみが不招請勧誘禁止規制の対象に指定され、市場デリ

バティブ取引は対象外であることから、今回国内の商品先物取引を不招請勧誘

禁止規制の対象取引に加えなければ、現行の商品先物取引法下で禁止している

不招請勧誘禁止規制が撤廃されることになってしまう。しかし、当連合会は、

商品先物取引についての不招請勧誘禁止規制を撤廃することに、強く反対する。 

そもそも、商品先物取引についての不招請勧誘禁止規制は、商品先物取引業

者が、不意打ち的な勧誘や執拗な勧誘により、顧客の本来の意図に反した取引

に引き込み、多くの被害を生んできたという歴史的事実を踏まえ、消費者・被

害者関係団体等の長年にわたる強い要望が積み重ねられた結果、ようやく、２

００９年（平成２１年）の商品取引所法改正により、実現したものである。 

一昨年２月から６月にかけて開催された産業構造審議会商品先物取引分科会

における議論において、不招請勧誘禁止規制を見直すべきとの意見が出された

ものの、日本弁護士連合会は２０１２年（平成２４年）４月１１日付意見書に

おいて同規制の維持を主張し、２０１２年（平成２４年）８月２１日付上記分

科会報告書も、「不招請勧誘の禁止の規定は施行後１年半しか経っておらず、こ

れまでの相談・被害件数の減少と不招請勧誘の禁止措置との関係を十分に見極

めることは難しいため、引き続き相談・被害の実情を見守りつつできる限りの

効果分析を試みていくべきである」、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の

見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着し



たと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能

性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」とし、商品

先物取引についての不招請勧誘禁止規制を維持することが確認されていたとこ

ろである。然るに、それから間もない現時点において、何らの検証もなく、規

制を撤廃する方向で検討することは極めて不適切である。 

商品先物取引についての不招請勧誘禁止規制の導入以降、商品先物取引に関

する苦情件数は激減しており、まさに不招請勧誘禁止こそが商品先物取引被害

撲滅の切り札であったことが明白に示されている。しかし、今日においても不

招請勧誘禁止規制を潜脱する業者の勧誘により消費者が被害を受ける事例が、

なお相当数報告されている。 

政府は、商品先物取引の出来高が大幅に減少していることを懸念し、その市

場活性化対策として、再び、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を撤廃しよう

としているが、上記報告書でも危惧されているように、不招請勧誘禁止規制の

導入から僅か２年余でこの規制を撤廃することになれば、知識経験が十分では

ない個人投資家が取引に巻き込まれ、以前と同じく、商品先物取引業者に消費

者被害を多数生み出す機会を与えることになりかねず、総合取引所において従

前と同様の被害が発生する可能性が高まるとの重大な懸念がある。 

内閣府消費者委員会においても、２０１３年（平成２５年）１１月１２日付

け意見書において、不招請勧誘禁止規制の維持の必要性と規制と市場活性化の

関係を踏まえて、商品先物取引において不招請勧誘規制を緩和すべきでない、

関係省庁において、消費者委員会の意見を十分考慮のうえ、検討を進めるべき

であると指摘している。 

 当連合会も、過去には２００３年（平成１５年）１１月２８日開催の第２６

回近畿弁護士会連合会大会において「不招請勧誘禁止の立法化を求める決議」

を採択しており、当時トラブルの多発したＦＸ取引に関して、２００４年（平

成１６年）１２月に成立した改正金融先物取引法にて、最初の不招請勧誘禁止

規定が設けられた経緯がある。 

よって、当連合会は、消費者保護の観点から、総合取引所において取り扱う

商品先物取引について不招請勧誘禁止規制を撤廃することに強く反対するとと

もに、改正金融商品取引法施行令には商品先物取引に関する市場デリバティブ

を加えるよう強く求める。 
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